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労働者の「有給休暇」に会社から
指示！ これってアリ？！
㈱関西新幹線サービックへ団交を申し入れる！
新型コロナウイルス感染症は収束する兆しもなく、「緊急事態宣言」が続いていま

す。ＪＲの各職場や関連会社では新幹線の運行計画の見直しによって大幅な業務変更

が労働者に強いられています。政府は、出勤率と接触の機会を少なくするために国民

や企業に外出自粛や休業を要請しています。

業務の削減で社員に「自宅待機」を指定！方や「有給」指定！
こんないい加減な勤務指定ってええんかいな！

このような中、㈱関西新幹線サービックの各事業所では業務量を削減することにな

った対応として、社員に「自宅待機」を命じています。

一方、ＪＲの職場でも、業務中と通勤時の感染予防を目的に「自宅勤務」の勤務指

定をおこない、主に自主学習と、急遽の会社からの指示には対応出来るようにしてお

くことも指導しています。これらの会社の対応の特徴は、賃金を補償していることと、

いつでも仕事に就けるように拘束しておくという対応であります。

しかし、この度、㈱関西新幹線サービックの第一事業所では、自宅での勤務を「有

給」として指定し、レポートの提出を周知しています。「有給」は有給休暇とも言わ

れ、賃金を補償しながら労働者が休養したり、「結婚」「忌引」などにも指定されてい

ます。要するに今回の事態から言えば、労働者が感染しないよう身体を休めることが

主な目的であるはずであり、会社から仕事（業務）としてレポート提出を命じられた

りするものではありません。自己学習としているのではなく、業務内容に関するレポ

ートを提出することが業務指示であるとも管理者が言っています。

黙って言うことを聞け！？命令と服従の指示は断固、認められない！
地本は、「有給休暇」に対する業務指示は問題があると関連会社に抗議しました。

私たちは、賃金を支払ってやるから黙って言うことを聞けという「命令と服従」的な

指示は断固認められません。同じ関西サービックでも他の事業所では別の対応をし、

問題になっていません。同じ会社で事業所毎に勤務指定が違っていることも納得がい

きません。

地本は今回の問題も含め、、関連会社に出向している組合員とそこで働く労働者の

生命、安全を守るため、感染リスクを負っている保障措置や就労の継続を求めて団体

交渉を申し入れました。


